
 

 

瀬戸市子どもの権利条例をここに公布する。  

令和４年９月２２日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第２２号  

瀬戸市子どもの権利条例  
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子どもは、生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、自ら

の力で未来を切り開く主体です。子どもは、大人と同じように、一人の人

間として様々な権利を有しています。国際連合は、子どもの基本的人権を

保障するための「児童の権利に関する条約」を１９８９年（平成元年）に

採択し、１９９０年（平成２年）に国際条約として発効しました。わが国

は、この条約を平成６年に批准しています。  

しかしながら、現状では幸せな環境で夢を持って日々暮らしている子ど

もがいる反面、差別や虐待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられ

ること等に悩み苦しむ子どもたちがおり、子どもの権利が守られていると

は言い難い状況にあります。  



 

 

本市は、子どもの最善の利益が優先して考慮されることを基本理念とし

た瀬戸市子ども総合計画に基づき、子どもの健やかな育ちをまちぐるみで

総合的かつ計画的に推進するに当たり、その基盤として子どもの権利を守

り、子どもの権利が保障される環境（子どもにやさしいまち）を整えるこ

とが重要となります。  

このことから、本市は子どもの権利を保障することを目的にこの条例を

制定します。 

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は、子どもの権利並びに市、保護者、学校等関係者及び

地域住民等の責務を明らかにするとともに、子どもの権利を保障するた

めの支援、子どもの権利侵害からの救済及び回復のための施策の基本と

なる事項等を定めることにより、子どもの権利を保障することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 子ども 市内に在住し、在学し、又は在勤する１８歳未満の者その

他これらの者と等しく権利を認めることがふさわしい者をいう。  

⑵ 保護者 親又は親に代わって子どもを養育する立場の者をいう。  

⑶ 学校等関係者  学校、保育所、児童養護施設その他子どもが学び、  

又は育つことを目的として通学し、通園し、通所し、又は入所する施  

設の関係者をいう。  

⑷ 地域住民等 地域の住民、地域で活動を行う団体、地域の事業者等

をいう。  



 

 

⑸ 保護者等  保護者、学校等関係者及び地域住民等をいう。  

⑹ 関係機関  他の地方公共団体、警察、医療機関等をいう。  

⑺ 虐待等 虐待、いじめ、体罰等をいう。 

第２章 子どもの権利  

（安全に安心して生きる権利）  

第３条 子どもは、安全に安心して生きるため、次に掲げる権利が守られ

なければならない。  

⑴ 命が守られること。  

⑵ 愛情をもって大切に育てられること。  

⑶ 健康な生活ができ、適切な医療を受けられること。  

⑷ 虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から守られること。  

⑸ あらゆる差別を受けないこと。  

⑹ プライバシーが守られること。  

 （自分らしく生きる権利）  

第４条 子どもは、自分らしく生きるため、次に掲げる権利が守られなけ

ればならない。  

⑴ 自分の存在を認められ、尊重されること。  

⑵ 自分で自分のことを決めること。  

⑶ 自分の目標に向かって挑戦すること。  

 （主体的に参加する権利） 

第５条 子どもは、自分に関わることに主体的に参加するため、次に掲げ

る権利が守られなければならない。  

⑴ 意見を表明する機会が与えられること。  

⑵ 自分の意見が尊重されること。  

⑶ 意見を表明するため、必要な情報の提供その他支援を受けられるこ



 

 

と。 

（のびのびと豊かに育つ権利）  

第６条 子どもは、のびのびと豊かに育つため、次に掲げる権利が守られ

なければならない。 

⑴ 遊ぶこと。  

⑵ 学ぶこと。  

⑶ 食べること。  

⑷ 心及び体を休めること。  

⑸ 文化、芸術、スポーツ、社会体験等の豊かな自己を育む経験ができ

ること。  

第３章 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務  

（市の責務）  

第７条 市は、国、他の地方公共団体と連携するとともに、あらゆる施策

を通じて、子どもの権利を保障するよう努めなければならない。  

２ 市は、子どもの権利を保障するため、保護者等と連携及び協働し、必

要な施策を実施しなければならない。  

（保護者の責務）  

第８条 保護者は、子どもの養育及び成長について責任があることを自覚

し、ふれあいの機会を大切にして、子どもが健やかに育つよう努めるも

のとする。  

（学校等関係者の責務）  

第９条 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主

体的に学び、及び育つことができるよう、必要な支援に努めるものとす

る。 

２ 学校等関係者は、虐待及び体罰から子どもを守るため、その解決に向



 

 

け、市及び関係機関と連携していくよう努めるものとする。 

３ 学校等関係者は、いじめの発見及び防止に努め、市及び関係機関と連

携し、いじめのない社会の実現に努めるものとする。 

（地域住民等の役割）  

第１０条  地域住民等は、子どもを共に暮らす地域社会の一員として認め、

子どもが地域で健やかに育つよう支援に努めるものとする。  

２ 地域住民等は、虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、

安全で安心な地域づくりに努めるものとする。  

第４章 子どもの権利を保障する支援  

（子どもに関する施策の推進）  

第１１条  市は、瀬戸市子ども総合計画で策定した施策を総合的かつ計画

的に実施するものとする。 

２ 市は、瀬戸市子ども総合計画を改定する場合は、第１３条に規定する

子ども・若者会議を始めとする子どもの意見を聴取する機会を設け、そ

の意見を尊重するものとする。  

（子どもの権利の周知及び学びの支援）  

第１２条  市は、子どもの権利について、子ども及び保護者等に広く周知

するとともに、子ども及び保護者等が子どもの権利を学べるよう支援す

るものとする。  

（子ども・若者会議の設置）  

第１３条  市は、広く子どもの意見を聞き、その意見を尊重するため、子

ども・若者会議を設置する。  

（虐待等に対する取組）  

第１４条  市及び学校等関係者は、関係機関と連携し、子どもへの虐待等

の早期発見に取り組むものとする。  



 

 

２ 市及び学校等関係者は、虐待等を受けた子どもを適切かつ速やかに救

済するため、関係機関と協力して必要な支援を行うものとする。 

３ 市及び学校等関係者は、虐待等を予防するため、必要な取組を実施す

るものとする。  

（子どもの育ちの支援）  

第１５条  市は、子どもが自発的に様々なことを体験し、及び仲間と交流

する場を作る等、豊かな自己を育むことを支援するものとする。 

２ 市及び学校等関係者は、子ども及び保護者がいつでも安心して相談で

きる場を作る等の支援をするものとする。  

（子育て家庭への支援）  

第１６条  市は、保護者が子どもの権利を守りながら安心して子育てがで

き、その責務を果たせるよう必要な支援をするものとする。 

２ 市及び学校等関係者は、特別に支援が必要な家庭及び子どもに対し、

安心して暮らすことのできるよう必要な支援をするものとする。 

第５章 子どもの権利侵害からの救済及び回復  

 （子どもの権利擁護委員の設置）  

第１７条  市は、権利侵害を受けた子どもを適切かつ速やかに救済するた

め、子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」という。）を置く。  

２ 擁護委員は、３人以内とする。  

３ 擁護委員は、人格が優れ、子どもの権利について見識のある者のうち

から市長が委嘱する。  

４ 擁護委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。  

（擁護委員の職務）  

第１８条  擁護委員は、子どもの権利侵害についての相談を受け、及び救

済の申立てを受けた場合は、必要に応じて事実の調査及び調整をするも



 

 

のとする。  

２ 擁護委員は、前項の調査及び調整の結果、必要と認めるときは、子ど

もの権利を侵害した者に対し、是正措置を講ずるよう勧告すること又は

制度の改善を要請すること（以下「勧告又は要請」という。）を行うも

のとする。  

３ 擁護委員は、勧告又は要請を行った者に対し、是正措置又は制度の改

善の状況の報告を求めることができる。  

４ 擁護委員は、前項の報告を受け、その内容を救済の申立てをした者に

伝えることができる。  

（擁護委員への協力）  

第１９条  市及び学校等関係者は、前条に規定する擁護委員の職務に協力

するものとする。 

２ 保護者及び地域住民等は、前条に規定する擁護委員の職務に協力する

よう努めるものとする。  

 （勧告又は要請への対応）  

第２０条  市は、擁護委員から勧告又は要請を受けたときは、その対応状

況を擁護委員に報告しなければならない。  

   第６章  雑則  

 （委任）  

第２１条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附  則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

 


